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序     文 
 

 エティオピアにおける道路・橋梁等の交通インフラストラクチャーは、長年の内戦と維持管理

不足により損傷がひどく、経済・社会の復興に多大な支障を来している。そこで同国は「道路整

備10か年計画」に基づいて、重点的に整備を進めてきたが、道路関係技術者の育成が急務だった。

このため同国政府は1995年８月、エティオピア道路公社（ERA）所管のアレムガナ道路建設機械

訓練センターを強化して人材育成を図るためのプロジェクト方式技術協力を、我が国に要請して

きた。 

 これを受けて国際協力事業団は、1996年６月、基礎調査団を派遣して技術協力の必要性を確認

したが、続く約４年間、エティオピアとエリトリアの国境紛争が激化したため、プロジェクトの

実施に向けた調査団を派遣できなかった。その後、治安が比較的安定したため、当事業団は2000

年３月、事前調査団を派遣し、道路施設の現状や要員訓練状況を確認するとともに、PCMワーク

ショップを開催して、協力のマスタープラン（案）を作成した。しかし、その直後に再びエティ

オピア・エリトリアが衝突し、援助活動は中断した。 

 その後、2000年12月に至って両国間で和平合意が成立したことから2001年３月、第１次短期調

査員（コンサルタント）を派遣して、道路整備に係る最新情報、訓練ニーズ及び民間企業の需要

を確認し、続く同年７月には第２次短期調査団がプロジェクトの骨格について最終調整を終了し

た。これを受けて当事業団は2001年９月19日から同29日まで、当事業団専門技術嘱託 小泉 純作

氏を団長とする実施協議調査団を現地に派遣し、討議議事録（R／D）の署名を取り交わした結果、

「エティオピア・アレムガナ道路建設機械訓練センター」プロジェクトが2002年（平成14年）４

月から４年間にわたって実施されることになった。 

 本報告書は同調査団の協議・調査結果と併せて、それに先立つ第２次短期調査団（2001年７月

８日から同19日まで、団長＝当事業団社会開発協力部 米田 博 計画課長）の調査結果を取りまと

めたものであり、今後のプロジェクトの展開に広く活用されることを願うものである。 

 ここに、調査にご協力いただいた外務省、国土交通省、財団法人日本建設情報総合センター、

財団法人日本国際協力システム、（株）建設企画コンサルタント、在エティオピア日本大使館など、

内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、引き続き一層のご支援をお願いする次第で

ある。 

 

 平成13年10月 

国際協力事業団   
理事 泉 堅二郎  
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第１章 実施協議調査団の派遣 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 エティオピア連邦民主共和国（以下、「エティオピア」と記す）における道路・橋梁分野の交通

インフラストラクチャーは、長年の内戦と維持管理不足のため損傷がひどく、経済・社会の復興、

特に農業の生産性向上を目的とする物資輸送に多大な支障を来している。このため、エティオピ

ア政府が策定した「緊急復興再建計画」で道路セクターは地下水開発、農業開発と並ぶ最重点の

開発分野と位置づけられており、具体的には「道路整備10か年計画(Road Sector Development

Program：RSDP)」（1997～2007年）に基づいて開発を進めようとしている。特に同計画の重要課

題の１つとして道路関係技術者の育成があり、エティオピア側の当初目標としては５年間に6,500

人を養成する計画目標が立てられた。 

 こうした事情を背景に、エティオピア政府は1995年８月、我が国に対して道路建設・保守部門

の人材育成を目的とするエティオピア道路公社（ERA）所管のアレムガナ道路建設機械訓練セン

ター（AT＆TC）へのプロジェクト方式技術協力を要請してきた。 

 これを受けて国際協力事業団（JICA）は、1996年６月15日から同29日にかけて基礎調査団を派

遣し、技術協力の必要性を確認したが、エティオピア・エリトリア間の国境紛争により、その後

４年近くもの間、プロジェクト実施に向けた調査団を派遣できなかった。2000年１月に至って、

一部地域を除き、治安が比較的安定したと確認されたため、同年３月13日から同25日にかけて事

前調査団が派遣された。同調査団はRSDPの進捗状況、現行設備、訓練状況、訓練センター組織体

制等を確認するとともに、プロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）ワークショップを

開催して協力のマスタープラン（案）を作成した。しかし同年５月には、再びエティオピア・エ

リトリア両国の衝突があり、和平が確実となるまで、両国に対する新規援助を見合わせる方針が

外務省から示された。 

 2000年12月にエティオピア・エリトリア間で和平合意が成立したため、外務省は2001年１月、

対エティオピア新規協力の再開方針を示した。この判断を受けてJICAは2001年３月25日から４月

16日まで、第１次短期調査員（コンサルタント）を現地へ派遣して、道路整備に係る最新情報、

訓練ニーズ及びこのプロジェクトにおける民間企業の需要を確認した。続く同年７月８日から同

19日にかけて派遣した第２次短期調査団は、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）、

プロジェクト期間、日本側投入（供与機材を含む）、エティオピア側投入の内容について最終調整

を終了した。これを受けて今般、エティオピア側とプロジェクト実施及びプロジェクトドキュメ

ント（P／D)に係る協議を行い、討議議事録(Record of Discussions：R／D)を締結して合意内容を

確認する目的で、実施協議調査団が派遣された。 

 本実施協議調査団の主な調査・協議項目は、以下のとおりである。 
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 (1) プロジェクト実施のマスタープランの協議・合意 

 (2) P／DとPDMの協議・合意 

 (3) 初年度、次年度計画に係る協議 

 (4) エティオピア側実施体制の再確認 

 

１－２ 調査団の構成 

氏 名 担当分野 所 属 先 

小泉 純作 団 長 国際協力事業団 専門技術嘱託 

松浦  弘 訓練計画 国土交通省 総合政策局 建設施工企画課 
機械施工企画官 

渡辺  昭 道路建設機械 国土交通省 近畿地方整備局 道路部 
機械課 課長 

天野 佐寿 協力企画 国際協力事業団 社会開発協力部 
社会開発協力第二課 

戸田 利則 プロジェクト効果分析 （株）建設企画コンサルタント 

 

１－３ 調査日程 

日順 月日 曜日 行  程 

１ ９／19 水 東京発10:45（NH207）→パリ着18:25 

２ ９／20 木 
パリ発 7:05（LH4241）→フランクフルト着 8:30 
フランクフルト発10:20（LH590）→アディスアベバ着20:30 

３ ９／21 金 
AM：JICA事務所打合せ 
PM：プロジェクトドキュメント打合せ 

４ ９／22 土 地方道路視察（JICA無償資金協力現場） 

５ ９／23 日 
AM：技術団員２名着 
PM：団内打合せ（R／D、ミニッツ、P／D） 

６ ９／24 月 

AM：JICA事務所打合せ、経済開発協力省（MEDAC）表敬 
   在エティオピア日本大使館表敬 
PM：AT＆TC 
   オンザジョブ･トレーニング（OJT）道路サイト視察 

７ ９／25 火 
AM：エティオピア道路公社（ERA）総裁表敬 
PM：R／D、ミニッツ・P／D協議、RSDP、地方道路建設現場視察 

８ ９／26 水 
AM：R／D署名・交換、プレスリリース、JICA事務所報告 
PM：在エティオピア日本大使館報告 

９ ９／27 木 
RSDP地方道路建設現場視察 
アディスアベバ発22:30（LH591） 

10 ９／28 金 
フランクフルト着 6:40 
フランクフルト発17:55（LH714） 

11 ９／29 土 東京着11:55 
 
   ※プロジェクト効果分析団員は９月12日に先行出発し、20日までERAなど関係各機関と協議を重ねた。 
    付属資料４参照。 
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１－４ 主要面談者 

 〈エティオピア側〉 

  (1) Tesfamichael Nahusenay エティオピア道路公社(General Manager) 

 

  (2) Hailemichael Kinfu 経済開発協力省二国間協力部長 

 

  (3) Hailu Chekunrma アレムガナ道路建設機械訓練センター長 

 

 〈日本側〉 

  (1) 日本大使館 

    庵原 宏義 大 使 

 

  (2) JICAエティオピア事務所 

    江畑 義徳 所 長 

    矢部優慈郎 所 員 
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第２章 要 約 
 

 本調査団は2001年９月19日から同29日までの日程でエティオピアを訪問し、「アレムガナ道路建

設機械訓練センター（AT＆TC）」プロジェクトに係る実施協議調査を行った。調査団は本プロジ

ェクトのマスタープランとプロジェクトドキュメント（P／D）、プロジェクト・デザイン･マトリ

ックス（PDM）等を協議のうえ、合意事項を討議議事録（R／D）とミニッツに取りまとめて、エ

ティオピア側と署名・交換を行った（付属資料１－３参照）。 

 本実施協議で合意されたプロジェクトの概要は、以下のとおりである。 

 

 (1) プロジェクトの名称 

   「エティオピア連邦民主共和国アレムガナ道路建設機械訓練センター」 

 

 (2) プロジェクトの期間 

   2002年４月から2006年３月までの４年間 

 

 (3) プロジェクトサイト 

   アレガナ道路建設機械訓練センター 

 

 (4) 相手国実施機関 

   エティオピア道路公社（ERA） 

 

 (5) 目標と成果 

   AT＆TCが、機械化施工に関する適切な訓練を提供できるようになることをプロジェクト

目標とし、エティオピアの道路建設・保守工事に必要な機械化施工分野の人材が質量とも充

足されることをめざす。 

   期待される成果は、①訓練管理体制が効果的になる、②効率的な訓練コースが準備できる、

③指導員の技術レベルと指導能力が向上する、④訓練機材及び教材が適切に整備・管理され

る、⑤訓練ニーズ分析の方法が整備され、訓練計画が訓練ニーズ分析を通して作成される、

である。 

 

 (6) プロジェクトの活動 

   プロジェクト活動は、①訓練ニーズの収集、②運営技術の確立、③モニタリング・評価の

実施、④カリキュラム作成方法の確立、⑤教材の準備、⑥指導員訓練の実施、⑦適切な機材
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  の維持管理――である。 

 

 (7) 訓練コース 

   道路建設機械運転操作、道路建設機械整備、道路保守の３コースで訓練を行う。 

 

 (8) 日本側投入 

   長期専門家５名（チーフアドバイザイー、業務調査員、道路建設機械運転操作、道路建設

機械整備、道路保守）と、必要に応じて短期専門家を派遣するほか、カウンターパート研修

員の日本受入れ、必要な機材供与を行う。 

 

 (9) プロジェクト管理体制 

   ERA総裁がプロジェクトダイレクター、AT＆TC長がプロジェクトマネージャーとなって、

プロジェクトの運営管理にあたる。 
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第３章 討議議事録の交渉経緯 
 

３－１ プロジェクトのフレームワーク 

 プロジェクトのフレームワークは、プロジェクトドキュメント（P／D）（英文・和文）に取り

まとめられている。また、要約は事前評価表（英文・和文）に取りまとめている（付属資料１及

び３参照）。 

 

３－２ 交渉の経緯 

 調査団は出発前に、P／D案を含む討議議事録（R／D）案を、JICAエティオピア事務所を通じ

てカウンターパート機関であるエティオピア道路公社（ERA）人材開発部等関連部署に送付し、

コメントを要請した。さらに、現地入り後、調査団は、詳細にP／DをERA担当へ説明し、その結

果、R／D（案）は了解された。 

 ERAからは、R／D（案）のみに対して書面で詳細な質問状が提出された（９月21日）。調査団

は、JICAエティオピア事務所と協議し、質問状に対する方針を決め、ERA実務者と会議を行った。

このなかで議論された結論は、ミニッツに取りまとめられた（付属資料２参照）。主要な討議内容

を、以下に記述する。 

 

 (1) 専門家の待遇 

   専門家の待遇（住居・厚生保健）について、エティオピア側から、「専門家が、どの程度の

サービスを期待しているのか不明であるので、取り扱いが困難」というコメントが出された。

調査団は、「基本的には、専門家が望んだ場合、エティオピア政府の公務員の基準に準じてほ

しい」旨回答し、了解を得た。また、出張等の扱いはエティオピア側が、「予算を作るために、

どの程度の頻度で出張するのかなど計画が必要である」と質問した。調査団は、「基本的には、

エティオピア側の予算の範囲内で考慮してほしい」旨回答して、了解を得た。 

 

 (2) 専門家の終了時に持ち出す資機材の内容 

   専門家がプロジェクト終了時に国外に持ち出す資機材について、エティオピア側から質問

があり、調査団は「個人的所有物に限る」旨回答して、了解を得た。 

 

 (3) 合同委員会の構成員 

   エティオピア側から、合同委員会のERAの構成員について、詳細な提案があった。 

   議長は、従来の「ERA総裁」から、「ERA総裁もしくは任命者」としたいと申し入れがあり、

調査団は、ERA総裁の予定がとれない場合の処置としてこの任命者が必要であることから、
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  了解した。 

   ERA側構成員としては、以下の提案があった。 

   ・総裁技術顧問（現在道路整備10か年計画（RSDP）のアドバイザー） 

   ・計画・プログラム部 部長（対外援助の窓口） 

   ・人材開発部 部長 

   ・マンパワー訓練・訓練調整課 課長 

   ・アレムガナ道路建設機械訓練センター長 

   調査団から、本プロジェクトにかかわる以下のメンバー構成を提案し、エティオピア側の

了解を得た。 

   〔議長〕 

   ERA総裁または総裁が任命した以下のERAメンバー 

   〔ERAメンバー〕 

   ・人材・財務局 副総裁 

   ・オペレーション局 副総裁 

   ・技術・監督局 副総裁 

   ・総裁技術顧問 

   ・人材開発部 部長 

   ・計画・プログラム部 部長 

   ・アレムガナ道路建設機械訓練センター長 

            ・マンパワー訓練・訓練調整課（計画課）課長（アレムガナ訓練計画を作成） 

   ・組織・方式課（企画課）課長（ERAの契約・技術マニュアルの統括、組織改革案の作成） 

 

３－３ 討議議事録等 

 R／D、ミニッツを付属資料１及び２に掲載した。ミニッツには、プロジェクト・デザイン・マ

トリックス（PDM）、マスタープラン、日本人派遣専門家及び供与機材の概要、プロジェクト実

施体制とカウンターパートの配置、合同委員会の機能と構成、プロジェクトの組織図等を収めた

P／Dを添付している。 
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第４章 技術協力計画 
 

 討議議事録（R／D）で合意されたアレムガナ道路建設機械訓練センター（AT＆TC）・プロジェ

クトの基本計画は以下のとおりである。 

 

４－１ マスタープラン 

 (1) プロジェクト名称 

   「エティオピア連邦民主共和国アレムガナ道路建設機械訓練センター」 

 

 (2) 上位目標 

   エティオピアの道路建設・保守工事に必要とされる機械化施工分野の人材が質量とも充足

される 

 

 (3) プロジェクト目標 

   AT＆TCが、機械化施工に関する適切な訓練を提供できるようになる 

 

 (4) 期待される成果 

   1) 訓練管理体制が効果的になる 

   2) 効率的な訓練コースが準備できる 

   3) 指導員の技術レベルと指導能力が向上する 

   4) 訓練機材及び教材が適切に整備・管理される 

   5) 訓練ニーズ分析の方法が整備され、訓練計画が訓練ニーズ分析を通して作成される 

 

 (5) プロジェクトの活動 

   1) 訓練ニーズを収集する（道路状況、ニーズ、カウンターパートや指導員、訓練者、民間、

エティオピア道路公社（ERA）スタッフ等の技術レベル） 

   2) 運営技術を確立する 

   3) モニタリング・評価を行う 

   4) カリキュラム作成方法を確立する 

   5) 教材を準備する 

   6) 指導員の訓練を実施する 

   7) 適切に機材を維持管理する 
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４－２ プロジェクトサイト 

 アレムガナ道路建設機械訓練センター（AT＆TC） 

 

４－３ 日本人専門家の派遣 

 (1) 長期専門家は、チーフアドバイザー（４年間）、業務調整員（４年間）、道路建設機械運転

操作（２年間）、道路建設機械整備（４年間）、道路保守（２年間） 

 

 (2) 短期専門家は、必要に応じて派遣する 

 

４－４ プロジェクトの組織 

 (1) プロジェクトダイレクター 

   ERA総裁 

 

 (2) プロジェクトマネージャー 

   AT＆TC長 

 

４－５ 合同委員会 

 (1) 議 長 

   ERA総裁もしくは任命者 

 

 (2) エティオピア側委員 

   経済開発協力省代表、ERA、民間セクター代表（建設会社・建設機械ディーラー等）、その

他、議長が任命した者 

 

 (3) 日本側委員 

   チーフアドバイザー、調整員、日本人専門家、JICA事務所代表者、必要に応じてJICAから

派遣される者、日本大使館（オブザーバー） 
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第５章 実施計画及び実施上の留意点 
 

５－１ プロジェクトの実施計画 

 (1) 妥当性の保証 

   本事業は、エティオピアが貧困削減計画のなかで、最重要課題としている道路セクターへ

の援助であり、道路セクターの人材育成は、日本の国別重点援助分野の１つでもある。 

   本事業の上位計画である道路整備10か年計画（RSDP）Ⅱでは、貧困削減のために農村部の

アクセス形成と雇用機会の増大を課題とし、このために、農村部の農道建設の主体となる人

力施工業者を含めた、総合的な国内の地場建設産業の育成を計画している。本事業は、「機械

化施工訓練」を通じて雇用の技術ミスマッチを解消し、熟練工としての就業機会を増やすと

ともに、建設の機械化施工を促進し、建設産業を育成するものである。 

   本事業の妥当性を保証するためには、国内建設産業育成策の進捗が大きな要因となる。こ

のため、長期専門家は政策の進捗をモニターし、人材育成の観点から適切な提言を行う。ま

た、チーフアドバイザーのカウンターパートは、政策モニタリングや提言ができるよう、エ

ティオピア道路公社（ERA）総裁とし、合同委員会には、経済開発協力省、道路建設関係民

間企業代表を参加メンバーとする。 

   （注）国内建設産業振興策に対して、日本の建設産業育成の経験を伝えるとともに、建設

の機械化を通じた振興策の調査及び政策提言を行い、訓練計画等に反映させる。 

 

 (2) 有効性の確保 

   本事業の有効性を確保するための重要な前提条件と外部条件は、「民営化の促進」と「地場

建設産業の育成」である。これらは、事業の基盤である訓練センターの制度と訓練計画に大

きく影響する。現在これら施策の結論が出ていないため、本事業の訓練計画策定は、以下の

ように行う。 

   1) 上記施策の実行により変化する官民の訓練ニーズの調査をプロジェクトの活動に組み込

み、定期的に訓練計画の見直しを行う。 

   2) 本事業は、段階的に訓練センターの訓練能力の増強を行う。 

   ・初年度の投入は、老朽化している現有の施設や機材を更新し、現行の訓練コースが、十

分に行えるようにする。また、訓練ニーズの調査を行う。 

   ・第２年度は、訓練ニーズ調査の結果を検討し、必要とされる職務表を作成し、訓練仕様

を作り、ニーズに合った訓練計画を策定する。また、必要な補強のための投入計画を立

てる。 

   ・第３年度は、上記の更新された訓練計画を実施に移し、その結果に基づき訓練計画を修
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    正する。 

   ・第４年度は、第２年度と第３年度での作業が、カウンターパート独自で行えるかどうか

点検し、必要に応じて、訓練計画の見直しと補強を行う。 

 

 (3) 効率性の増大 

   訓練修了生数を増加させるために、初級コース（クラスⅠやⅡ）のオペレーターを訓練で

きる指導員を州単位で育成することや、訓練センターの休暇期間中に地方研修ができる体制

を、訓練計画の見直しのなかで行う。この結果として、遠隔地の訓練生が訓練センターでは

なく、地元で訓練を受講できるようになり、訓練生の負担を軽減するとともに、訓練修了生

の増加と１人当たりの訓練費用の低減を図る。 

   （注）ERA側より、施設や費用の観点から主要５州での地方研修案が出されている。 

   さらに、費用対成果と、費用対効果を明らかにするために、活動のなかに訓練修了生に対

するトレーシング（訓練の結果賃金が上昇したか、民間等への移動はどうかなど）調査を含

める。このことにより、職業訓練の財務的効果（個人的便益）と、社会的便益（税収や作業

効率の増加など生産性の向上等）を推定できるデータを収集する。これら作業ができる体制

の立ち上げと、初期の資料収集方法と分析作業の確立を行う。 

 

 (4) インパクト 

   本事業は、訓練による就業機会を増大させる一方、大規模な機械化工事を促進するために、

環境への配慮が必要である。道路工事にかかわる環境アセスメントの手法と軽減工法等環境

配慮を訓練のコースに加える。 

   人力を提供する作業員の就業機会が機械施工により奪われることがないように、人力施工

方法との整合性を配慮する。このためには、施工管理者の訓練コースのカリキュラムに、人

力施工との整合を図る道路計画と入札準備、施工管理・建設作業を取り入れることとする。

主要な内容は以下が考えられる。 

   1) 政策段階で、「機械化施工」で行う対象道路と作業内容を明らかにしておくこと（例えば、

「機械化施工」は、高仕様が要求される幹線道路や、大規模土工、路体、路盤の転圧作業

など、工事量が大きく、工事品質が重要なもの。一方、「人力施工」は、交通量の少ない

農村部の地方道路や、法面の植生工、小規模のコンクリート構造物工など、人力と簡単な

機械でできるもの）。 

   2) 計画段階で工法選定を行う場合、必ず技術的妥当性と財務的・経済的フィージビリティ

ーを明らかにしておくこと（特に、工事期間の制約や工事内容から最適工法を選択すると

ともに、雇用人員や経済便益も明らかにしておく）。 
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   3) 実施段階の道路整備事業では、地域特性を考慮し、両工法をバランスさせて、最適な工

法選択を、入札図書に明記すること（特に、人力施工で行える作業については工事仕様で

「人力施工」と明記すること）。 

    特に、環境分野ではプロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）手法等を導入し

て「参加型計画」作成を指導する。 

 

 (5) 自立発展性の確保 

   訓練センターが訓練をプロジェクト後も続けていくためには、財務的な基盤と制度的な保

証が必要である。財務的な基盤を確保するために、本事業では訓練センターを「企業体」の

単位とし、財務諸表の作成を活動のなかに入れている。特に、減価償却による経済寿命の導

入により、機材の更新を財務的に計画する。合同委員会はこれに基づき、財務監査を行う。

これら財務諸表作成作業の導入は、訓練センターの独立採算の導入や民営化等の制度的な変

更に対しても、経営の観点から準備するものである。長期専門家のTORに財務諸表作成の指

導を含めるものとする。 

   また、修了生の資格制度の改善が必要である。現在のERAの職務資格表（オペレータ―資

格等）では、全建設機械機種が運転できるようになるために約10年が必要である。本事業で、

オペレーターを全機種操作のできる「多機能工」として短期に育成し、民間ニーズに合わせ

るため、この職務表の見直しが必要となる。 

   さらに、ERAの職務資格表は、免許証ではなく、名称の独占資格であるために、この資格

がなくても民間工事現場では、民間業者のリスクで運転操作ができる。このために、今後、

ERA職務資格を国家認定とする検討が必要となる。 

   ただし、現況は、民間業者が新規募集するときには、ERAの有資格者を優先的に雇ってい

る。また、民間や他官庁では候補者の選定にあたり、応募者の運転能力の試験を訓練センタ

ーに依頼するケースが多い。 

 

５－２ プロジェクト実施にあたっての留意点 

 (1) 建設産業振興策とAT＆TCの将来 

   今回の調査で、公共事業都市開発省の「建設振興室（仮称）」と協議した結果、従来のERA

が実施した「国内建設業振興計画（DCID）」の結論と勧告を、政策として取りまとめた「建

設セクター育成計画(Capacity Building Program in th Construction Sector、First Draft)」が、首

相府へ提出され、決定待ちであることが判明した。約30億Birr（450億円）で、世銀に融資を

要請するプロジェクトである。 

   本振興計画の長期目標は、10年で10の国際級建設産業の育成、中期目標は、５年で20の国
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  内建設会社が、海外建設会社の「下請け」会社になれるよう成長することである。 

   このために、計画は次の３コンポーネントから構成されている（予算約30億Birr＝約450億 

円）。 

   1) 政策コンポーネント(Construction Development Industry Agency：CIDAの設立等)、約3,500

万Birr（約５億円） 

   2) 資本基盤強化コンポーネント(Two Step Loanによる資金力強化、建設会社・機械リース

会社等の育成・税制改革等)、約29億Birr（約400億円） 

   3) 人材育成コンポーネント(上級・中級クラス技能者120人、初級クラス２万5,000人の育成。

訓練調整組織の設立等)、約１億8,000万Birr（約27億円） 

 

 (2) 本プロジェクトの役割 

   この計画のなかで、本プロジェクトの対象であるAT＆TCは、第３の人材育成コンポーネ

ントの上級・中級クラスと建機オペレーター訓練を担うものとして、中心に位置づけられて

おり、「建設技術一般の訓練施設」に格上げが予定されている（道路、水資源・ダム等、電力

の建設訓練を含む）。また、初級訓練のために、地方の主要５地方政府(Region)の技術訓練セ

ンター(Technical Transfer Center)の拡充も計画している。 

   1) 本プロジェクトは、上記のように建設産業の振興策のなかで、重要な案件と位置づけら

れており、エティオピア政府、世銀はじめ他のドナーの期待が非常に大きい。また、上記

育成計画の実施によって、AT＆TCの訓練予算は、間違いなく確保される。将来的に訓練

センターの役割が拡大し、重要性が高くなる。 

   2) また、人材訓練のための調整機関ができるので、プロジェクトの専門家は、このなかに

積極的に参加し、他機関との協議、調整を行うことを要求される（既に、RSDPアドバイザ

リー事務所から、英国際開発省（DFID）のERA地方事務所の強化プロジェクトについて、

AT＆TCの訓練内容との調整を要請された）。 

   3) 本プロジェクトでは、本案件の妥当性を、国内建設産業振興策のなかで位置づけている

ために、妥当性に関しては保証されている。ただし、上記プログラムの進捗に応じて、プ

ロジェクト実施の過程で、訓練センターの将来像を明らかにし、それに応じた訓練計画の

見直しと、発展が必要である。 

   4) 本育成計画では、人力施工（LBM）中心のコントラクターに対する振興策がない。この

ために、AT＆TCの「機械化施工と人力施工との整合を考慮した訓練」を期待している。 

   5) また、本振興策のなかで、海外視察先としてドイツ・中国等を対象国に考えている。日

本については、あまりにも発展して手が届かないので見本にならず、含めていないとのこ

とである。調査団は、戦後日本の建設産業振興の経験が、エティオピアにとって有益であ



－14－

   り、専門家のTORに含めていることを説明したところ、本訓練に非常な関心を示している。 

   6) 上記プログラムは、建設産業振興策としては、細部が煮詰まっておらず、各コンポーネ

ントそれぞれのプロジェクトの調査と計画策が必要と考えられる。例えば、ファイナンス

制度、建設機械リース・レンタル市場、CALS(Computer Aid Logistic Support)、建設関連産

業への支援等である。専門家は、訓練計画との関係で、プログラムの進捗をモニターし、

訓練計画に反映する必要がある。このために、公共事業都市開発省の担当部局と日常的な

情報交換を行う必要がある。 

 

５－３ 訓練計画と評価について 

 訓練政策・内容と訓練計画・評価は、AT＆TC自身が行うものではなく、ERA人材開発部の「組

織・方式課（企画課）」と「マンパワー訓練・訓練調整課（計画課）」が実施している。このため

に、専門家の活動は、以下の点に留意する必要がある。 

 

 (1) 「企画課」は、人事政策と各職務案、職務マニュアル（例えば建設マネージメント、建設

機械マネージメント等）を技術部局と共同で作成している。訓練内容やカリキュラム、教材

等作成にあたっては、必ずこれらを参考にする必要がある。ERA職務資格を「国家資格」に

するための提言は、この企画課と協議を行うことになる。 

   専門家は、課員が「マネージメントアナリスト」であるので、訓練センターの財務諸表の

作成を指導することになる。また、道路フィージビリティスタディ(FS)やPCMなどの財務・

経済・社会開発分野のマニュアルは、この企画課と作成を行う。 

   これらの点については、企画課と協議し、本プロジェクトへの参画、協力と毎月の実施会

議への参加を求め、了解を得た。 

   課員は、財務分析・経済分析手法、現在国際規格となっているマネージメント手法(Project 

Management Body of Knowledge：PMBOK)、ISO、TQC等を訓練してほしいとの意向である。 

 

 (2) 「計画課」は、ERA内部の訓練ニーズの調査と、それに基づく毎年の訓練計画案を策定し、

アレムガナ訓練センターに提出、訓練センターは訓練能力を勘案し、計画案を協議修正し、

そのうえで訓練を実施している。 

   また、訓練計画の実施中のモニタリングをAT＆TCで行っており、モニタリング結果によ

り、指導員に訓練方法の改善を指導している。このため、計画課を当該プロジェクトの「評

価・モニタリングユニット」と位置づけ、育成を行う必要がある。 

   専門家は、ニーズ調査、トレーシング調査等を必ず計画課と協議し、指導、実施をする必

要がある。調査を地元コンサルタントへ委託する場合は、彼らにTOR作成を指導する。 
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   計画課は、プロジェクトの「システム」として計画課の参画を求めている。このため、訓

練計画の作成・モニタリング・評価は、必ず計画課と協議し、指導実施を行うことが必要で

ある。また、毎月の実施委員会へ参加する。 

   1) 今回の調査で、人材開発部に、訓練政策・計画・モニタリング・評価の部局があり、本

プロジェクトの一連のプロジェクトサイクルでの活動をERAの内部で実施できる体制がで

きていることが確認できた。 

   2) 専門家は、AT＆TC長を窓口にし、上記部局と協力をし、プロジェクト内に、活動の一

部として計画・モニタリング・評価の実施指導を行うことが必要である。 
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第６章 コンサルタントの追加調査 
 

 コンサルタントによる追加調査の成果は、上記第５章に取りまとめた。調査に使用した「質問

表」及びインタビューによる「協議打合せ簿」は、付属資料４．「打合せ記録」にまとめた。さら

に、収集資料リストを、付属資料５としてまとめた。この中には、①建設セクター育成計画、②

関税法（抜粋）等を含む。 



 

 
 

第Ⅱ部 第２次短期調査団報告書 
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第１章 第２次短期調査団の派遣 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 エティオピア連邦民主共和国（以下、「エティオピア」と記す）における道路交通インフラスト

ラクチャーは、長年の内戦と維持管理不足のため損傷が進展し、経済・社会の復興、農業の生産

性向上を目的とする物資輸送に多大な支障を来している。 

 このため、エティオピア政府が策定した「緊急復旧再建計画」において、道路セクターは、地

下水開発、農業開発と並ぶ最重点の開発分野に位置づけられており、道路整備10か年計画(Road 

Sector Development Program：RSDP)に基づいて開発が進められている。 

 こうした背景の下に、エティオピア政府は、1995年８月、我が国に対して道路建設・保守部門

の人材育成を目的とするエティオピア道路公社（ERA）所管のアレムガナ道路建設機械訓練セン

ター（AT＆TC）へのプロジェクト方式技術協力を要請してきた。 

 国際協力事業団（JICA）は協力要請を受けて、1996年６月15日から同29日にかけて基礎調査団

を派遣したが、エティオピア・エリトリア間の国境紛争により、４年近くの間、後続の調査団派

遣を行うことがきなかった。その後、2000年１月一部の地域を除いて比較的治安が安定したため、

2000年３月13日から同25日にかけて事前調査団が派遣されたが、2000年５月には再び両国の衝突

があり、協力を見合わせていた。しかしながら、2000年12月にエティオピア・エリトリア間で和

平合意が成立したことを受け、2001年１月に入り、エティオピアに対する協力が再開された。 

 こうした事情からJICAは、2001年３月25日～４月16日にかけて、第１次短期調査員（コンサル

タント）を派遣し、道路整備に係る最新情報を収集した。 

 この調査結果を踏まえ、プロジェクトの枠組みの再確認、訓練計画及び機材計画について協議

を行うために本第２次短期調査団が派遣された。各調査団の派遣状況は下記のとおりである。 

 
派遣年月日 調査団の区分 主な目的 

1996年６月15日～６月29日 基礎調査 協力要請内容確認と基礎データ収集 

2000年３月13日～３月25日 事前調査 協力の枠組協議 

2001年３月25日～４月16日 第１次短期調査 基礎データの確認 

2001年７月８日～７月19日 第２次短期調査 枠組の再確認、訓練計画、機材協議 
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１－２ 調査団の構成 

氏 名 担当業務 所 属 

米田  博 総 括 国際協力事業団 社会開発協力部計画課 
課長 

野村 正之 建設機械訓練計画 財団法人日本建設情報総合センター 
研究第一部 

天野 佐寿 協力企画 国際協力事業団 社会開発協力部 
社会開発協力第二課 

戸田 利則 プロジェクト効果分析 （株）建設企画コンサルタント 
海外事業本部 

堀越  太 機材計画 財団法人日本国際協力システム 業務第一部 
機材情報課 

 

１－３ 調査日程 

 調査期間：2001年７月８日～７月19日 

日順 月日（曜）  日  程 調査内容等 

１ ７月８日（日）  成田発（LH711） 機中 

２ ７月９日（月）  
フランクフルト発（LH590）、 
アディスアベバ着 

機中 

AM 日本大使館、JICA事務所 大使館表敬、JICA打合せ 
３ ７月10日（火） 

PM ERA ERA協議 

４ ７月11日（水）  AT＆TC 視察後協議 

５ ７月12日（木）  （ERA） ミニッツ協議 

６ ７月13日（金）  団内打合せ ミニッツ修正及び評価表検討 

７ ７月14日（土）  OJTサイト、無償協力サイト サイト視察 

８ ７月15日（日）  市内及び地方道路視察 サイト視察 

AM ERA ミニッツ署名・交換 
９ ７月16日（月） 

PM 日本大使館、JICA事務所 大使館報告、JICA報告 

10 ７月17日（火）  アディスアベバ（LH591） 機中 

11 ７月18日（水）  フランクフルト発（LH710） 機中 

12 ７月19日（木）  成田着 機中 

 

１－４ 主要面談者 

 〈エティオピア側〉 

  (1) 経済開発協力省(Ministry of Economic Development & Cooperation) 

    Hailemichael kiefu Head, Bilateral Cooperation Department 
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  (2) エティオピア道路公社（ERA） 

    Tesfamichael Nahusenay General Manager, Ethiopian Road Authority 

    Celese Borie General Manager, Human Resources & Finance Division 

 

  (3) アレムガナ道路建設機械訓練センター（AT＆TC） 

    Hailu Chekunrma  アレムガナ道路建設機械訓練センター長 

 

 〈日本側〉 

  (1) 在エティオピア日本大使館 

    手塚 義雅 公 使 

    荻野 宏之 二等書記官 

    福田 和弘 二等書記官 

 

  (2) JICAエティオピア事務所 

    江畑 義徳 所 長 

    矢部優慈郎 所 員 

    住吉  央 所 員 
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第２章 要 約 
 

 本調査団は2001年７月８日から同19日までの日程でエティオピアを訪問し、「アレムガナ道路建

設機械訓練センター（AT＆TC）」プロジェクトに係る第２次短期調査を行った。調査団はプロジ

ェクトの枠組みを最終調整してプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の見直しを行う

とともに、訓練計画並びに機材計画に関する調査・協議を行い、エティオピア側との合意事項を

ミニッツ（付属資料６）に取りまとめて署名を取り交わした。 

 訓練計画に関する協議のあらましは次のとおりである。 

 

(1) 訓練の概念確認 

  JICAがこれまで行ってきた建設機械訓練センター（フィリピン、タイ、スリ・ランカ、パキ

スタン、エジプト、モロッコ）では、多能工を育成していることを説明、了解された。エティ

オピア側は、本来なら多能工を育成したいが、失業の状況、最低賃金法等との関連により、機

種別の単能工の育成を実施したいこと、プロジェクト開始後、専門家の指導・助言を得てフィ

ージビリティを検討し、今後民間部門が成長した際にも対応できるようにしたいとの意思表示

があった。 

 

(2) PDMの見直し 

  現地調査を通じて、事前調査団が作成したPDMの見直し作業を行った。 

 

(3) 訓練コース概要表の作成 

  訓練コースの目標、回数、期間、定員、インストラクターの配置数等について暫定案を協議

した。 

 

(4) 訓練機材の検討 

  事前調査で検討された大型機材は、状況の変化にかんがみ、見直しを実施した。このなかで

エティオピア側は、振動ローラーを整備機器に振り替えてほしいとの意向を示した。これに対

して調査団側は、予算に制約があるのでエティオピア側に内容の確認を求め、ブルドーザー、

振動ローラー、トラックの見直しを行った。また、大型機材の見直しと並行して、計測機器・

工具等の見直しを実施し、充実を図った。 

 

(5) ミニッツに関する協議 

  1) プロジェクト期間を４年間とすることで合意した。 
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  2) 2001年９月ごろ、実施協議調査団を派遣することで合意した。 

  3) AT＆TCの正式名称と略称について確認した。 

  4) 機材要請は、正式署名後速やかにA４フォームにして大使館に提出すべく、準備に入ると

のことであった。 

  5) 派遣専門家が担当する訓練コースを、付属文書で確認した。 

  6) 責任機関を、経済開発協力省に変更した。 

  7) 合同委員会の設置が合意され、年次協議を行う旨が確認された。 

  8) 実施委員会の設置が確認された。実施委員会が月例協議であることに異議があったが、運

営の円滑化やモニタリングのために重要であると説明し、了承された。 

  9) コストの負担については、エティオピア側のコストであり、日本人専門家の給与と関連経

費は含まれていないことを確認した。 

 10) 本プロジェクトの実施で、相当額の経費の受入れ及び支払いが発生するため、予算及び経

理体制の確立を求めたところ、ERA本部が応援するとの意思表示があった。 

 11) 税金と関税については、ERAが確実に負担することが確認された。 

 12) 調査団長から関連する税の名称について情報を求めたところ、後日の回答となった。 

 13) PMUの機能と扱い、事前評価表については、次期調査団派遣の際明らかにすることとなっ

た。 

 14) カウンターパートの配置は、正副の複数配置とする意向が示された。 

 15) プロジェクトが開始されると訓練生の受入れが増加するので、運営経費や訓練経費の増額

予算措置を求めたところ、確認・了解された。 

 16) 訓練建屋の増設を求めたところ、助言と設計に基づき行うとの意思表明があった。 

 17) 日本大使館から、署名・交換に関するプレスリースを行うよう示唆されたことを、エティ

オピア側も了解した（ミニッツ署名・交換の翌日、トリビューン紙に掲載）。 
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第３章 訓練計画調査及び協議 
 

３－１ 訓練コースの位置づけと目標 

 (1) 訓練コースの位置づけ 

   第１次短期調査結果によれば、アレムガナ道路建設機械訓練センター（AT＆TC）はアメ

リカの技術援助で設立され、45年の訓練経験がある。基本的なメニューは存在しているが、

実施されているコースは限定されている。 

   そこで、エティオピア側に、従来コースと日本の技術協力によるコースの取扱い方針につ

いて確認した。 

   AT＆TC側は、道路建設機械運転操作コースで、多能工の養成を行いたいとの希望をもっ

ているが、エティオピアの法律により単能工の養成に特化せざるを得ないとのことであった。

このため、１機種ごとの訓練となることを確認した。技術協力の開始後、適宜見直す必要が

ある。 

   整備コースについては、機材が供与される範囲内において、より効率的に実施したいとの

考え方が示された。特に、テクニシャンコースについて、最も早急かつ重点的に実施したい

との意思が示された。 

   道路建設保守コースについては、当初不要であるとの提案があったが、今後の請負化の進

展に伴い、官民双方とも施工監理が必要になると説明したところ、従来の専門コースを見直

しつつ運営すると確認された。 

   なお、現在実施されているコースと、技術協力によって実施するコースの詳細な対応につ

いては、実際に開始される2002年中期以降までに専門家を交えて決定することとした。 

   以上の検討を行うにあたっては、事前調査及び第１次短期調査で明らかになった技術協力

により供与する機材と、AT＆TCの現有する機材を合算し、運転操作、整備、道路保守に利

用することを前提とした（ミニッツAnnex３参照）。ただし、事前調査で提示された機種を検

査機器類に分配することをエティオピア側が申し出たため振動ローラーは当初より検討から

除外した。また、機材は予算との兼ね合いで入札により決定されることを説明し、ブルドー

ザー及びフラットベッドトラックは除外した。 

   現在稼働中のブルドーザー１台、グレーダー１台、振動ローラー１台、ダンプトラック２

台については利用可能であることを現物で確認した。さらに、クローラ系建設機械の輸送手

段について確認したところ、近隣に設置されているRRAの修理工場の低床トレーラーが３台

あり、それを借りるとのことであったので供与機材の検討対象としなかった。 

   機材の詳細については、ミニッツAnnex３を参照のこと。 

   運転操作コースでは、投入できる機材の量によりコース設定が左右される。過去のJICAで
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  実施された技術協力では１台当たりの訓練生は４人が限度である（モロッコセンターも５機

種20人である。90分授業で１人の訓練生が操作できる時間が１回当たり20分を切ると、時間

延長など練習に工夫が必要となる）。 

   しかし、エティオピア側は、１台当たり５人で運営することを主張した（現行コースが５

人で設定）ため、最終的には、１台当たり５人としている。 

   操作運転コースの定員は、７×５＝35人とした。ただし、インストラクターを14人以上確

保することを前提とする。すなわち、運転中に１＋１、待機中に１＋３の実地学習となる。 

   道路保守コースは、年間平均285人の土木施工管理技術者の需要があると推定されることか

ら、285人／４年＝71.2人／年となることを念頭におき、年間３回実施するものとすると、１

回当たりの定員は、71.2人／年÷３回＝23.7人となる。このため、定員については、24人と

した。 

 

 (2) 訓練コースの目標 

   AT＆TCの訓練目標を表－１のとおり設定した。 

 

表－１ 訓練目標 

建設機械整備訓練コース 道路保守訓練コース 
 
建設機械運転操作 

訓練コース 育成コース 向上コース 管理コース 保守コース 

訓 

練 

目 

標 

建設機械の適切な

運転操作を行うこ

とができるように、

①ブルドーザー、モ

ーターグレーダー、

ローダー、ローラ

ー、バックホウ、ダ

ンプトラックの６

種類について、正確

で効率的な運転操

作の習熟 

②故障を防止する

ための日常点検法

の習得 

③効率的で安全な

機械化施行法の習

得 

トラブルの原因を

速やかに発見し、適

切に修理を行うこ

とができるように、

①機械の構造・機

能・原理を習得 

②工場での定期整

備・分解・組立を習

得 

③現場における調

整・応急修理等につ

いて習得 

建設機械の分解修

理に関する知識と、

関連する技術を含

めて総合的な整備

技術の習得ができ

るように、 

①分解整備と診断

手法の習得 

②故障予測及び防

止手法の習得 

機械の整備を効率

的に運用管理する

ために、 

①最適な整備計画

と工程計画の立案

及び実施手法の習

得 

②交換部品の管理、

故障予測と防止法

の習得 

③試験方法、整備基

準の運用方法、建設

機械損料等の習得 

道路の維持管理を

効率的に実施する

ことができるよう

に、 

①道路構造及び施

工法に関する全般

的知識の習得 

②施工計画、品質管

理、検査方法及び工

事現場監理手法の

習得 

③工事価格、機械経

費等原価償却の把

握と予算管理分析

能力の習得 

 

３－２ 訓練コースの内容と期間 

 (1) 週間訓練時間 
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   エティオピアの援助受入窓口機関である経済開発協力省の勤務形態は、月曜日から木曜日

は、８：30～12：00及び13：30～17：30、金曜日は8：30～11：30までとなっている。 

   しかし、AT＆TCの各教室に掲示された時間割と、現場に配置されていた数名のインスト

ラクターに対するインタビュー調査によると、訓練時間は表－２のとおりであった。 

 

表－２ １日の教程時間 

時間帯 8:30～10:00 10:30～12:00 14:00～15:00 15:30～16:30 合 計 

時間数 1.5 1.5 1.0 1.0 5.0 

備 考 自習を含む     

 

   なお、OJT実施時期においては、サイトへの移動等を考慮し適宜変更するものとする。ま

た教程時間の分割については運営開始後双方の協議により検討するものとする。 

   表－２より、週間訓練時間は、5.0（時間／日）×５（日）＝25（時間）となる。 

 

 (2) コース別総訓練時間 

   事前調査団に対して提案のあった訓練計画案を考慮しつつ、調査団が示したカリキュラム

原案で確保できる総訓練時間は表－３のとおりである。 

   なお、講義と実習の配分については、現行センターの訓練配分と他の実施された（または

実施中の）同様のセンターを参考として配分を考案した。 

 

表－３ 訓練時間数 

整備訓練コース 
 

運転操作訓 
練コース 育成コース 向上コース 管理コース 

道路保守訓 
練コース 

週当たり時
間 

① 25時間 25時間 25時間 25時間 25時間 

総訓練期間 ② ３か月 ５か月 ２か月 0.75か月 ３か月 

総訓練週 ③＝②×４ 12週 20週 ８週 ３週 12週 

総訓練時間 ④＝①×③ 300時間 500時間 200時間 75時間 300時間 

講義時間  75時間 167時間 67時間 50時間 200時間 

実習時間  225時間 333時間 133時間 25時間 100時間 

  講義：実習 
＝１：３ 

講義：実習 
＝1：２ 

講義：実習 
＝１：２ 

講義：実習 
＝２：１ 

講義：実習 
＝２：１ 

（注）モロッコ道路保守建設機械訓練センターでは、 
    オぺレーターコース 講義：実習＝４：９＝１：2.25 （訓練期間3.25＝３か月） 
    エンジンコース   講義：実習＝８：13＝１：1.625 （訓練期間5.25＝５か月） 
    シャーシコース   講義：実習＝８：13＝１：1.625 （訓練期間5.25＝５か月） 
    管理コース     講義：実習＝10：11＝１：1.1 （訓練期間5.25＝５か月） 
    道路保守コース   講義：実習＝６：３＝２：１ （訓練期間2.25＝２か月） 
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   パキスタン建設機械技術訓練センターでは、建設機械の整備及び建設機械の操作について 
    オぺレーターコース 講義：実習＝１：３ （訓練期間３か月） 
    メカニックⅠ    講義：実習＝１：１ （訓練期間３か月） 
    エンジンコース   講義：実習＝１：２ （訓練期間５か月） 
    シャーシコース   講義：実習＝１：１ （訓練期間５か月） 
   ヴィエトナムセンターでは、建設機械の整備及び建設機械の操作について 
    オぺレータ－コース 講義：実習＝43：61＝１：1.42 （訓練期間12か月） 
    エンジンコース   講義：実習＝58：46＝１：0.79 （訓練期間12か月） 
    その他コース    講義：実習＝60：44＝１：0.42 （訓練期間12か月） 
    専門家コース    講義：実習＝33.5：9.5＝１：0.42 （訓練期間10か月） 
    管理コース     講義：実習＝16：10＝１：0.63 （訓練期間６か月） 
   エジプトセンターでは、建設機械の操作について 
    オぺレーターコース 講義：実習＝90：270＝１：３ （訓練期間３か月） 
   としていたので、参考とした。 

 

３－３ カリキュラムの内容 

 各コースの目標に沿って検討したカリキュラムは、表－４のとおりである。操作コースについ

ては、単能工であること及び、１週間で確保できる訓練時間が想定していた時間と相違したため、

訓練週のみ確定した。 

 

表―４ カリキュラム一覧表（参考） 

コース区分 適用区分 備 考 

建設機械運転操作訓練コース 別表１による  

育成コース 別表２による  

向上コース 別表３による  

建設機械整備
訓練コース 

管理コース 別表４による  

道路保守訓練コース 別表５による  

 

３－４ 訓練生の入所資格 

 訓練生の入所資格については、法律により、職階が規定されているため、エティオピア道路公

社（ERA）側が選定する方法によるものとし、日本側より法律改正等の要求は行わなかった。 

 

３－５ 指導者の資格と人数 

 (1) 指導者の資格 

   プロジェクトを実施するうえにおいて、有能なチーフインストラクター及びインストラク

ターを獲得することは、重要事項の１つである。 

   人材の獲得は、ERA内部と外部よりの招請を考慮し、当人の学歴と経験等により選定する

ものとした。また、その資格については、ERA側が選定する方法によるものとした。 
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 (2) 指導者の人数 

   チーフインストラクターは、各コースに１名を配置する。日本人カウンターパートとの対

応もとれるものと考えられる。建設機械整備コースの負担が重いので、エンジン、シャーシ

のそれぞれチーフインストラクターが配置できれば理想的であるが、コース内の指揮命令系

統の２元化につながるので、当面１名を想定している。 

   インストラクターは、表－５に示すとおりである。ここで、運転操作訓練コースは、各機

種で操作を訓練生の横について指導するインストラクターと、キャビンの外で待機する訓練

生に解説し、周囲の安全確認をする最低限２人以上を配置することを想定する（６機種で７

台×２人＝14人）。整備訓練コースと道路保守コースは、センターの現状において確保できる

数である。 

 

表－５ インストラクター数 

 
建設機械運転 
操作コース 

建設機械整備 
訓練コース 

道路保守訓練 
コース 

合 計 

チーフインストラクター １名 １名 １名 ３名 

インストラクター 14名 12名 11名 37名 
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第４章 機材計画調査 
 

(1) 目 的 

  本調査では、実施機関による日常の点検／保守・校正等の維持管理状況を確認したうえで、

技術レベルに適した機材（仕様）の選定を行う。また同時に現地企業の取扱い品目、アフター

サービス体制等の確認を行い、現地調達及び機材供与後の現地における保守メンテナンスサー

ビスの可能性を調査する。 

 

(2) 調査内容 

  以下の項目について調査を実施した。 

  1) 国内事前調査（機材仕様、構成内容など） 

  2) 現有機材及び機材設置場所に関する調査 

  3) 機材選定 

  4) 現地における機材普及状況及びアフターサービス体制調査 

 

(3) 調査の実施 

  1) 国内事前調査（機材仕様、構成内容など） 

   2000年３月の事前調査及び2001年４月の第１次短期調査報告で選定された機材仕様に基づ

き、本邦で調達可能な機材の確認、価格調査と技術資料の収集及び現地販売店の有無に関す

る確認を行った。 

  2) 現有機材及び機材設置場所に関する調査 

   プロジェクトサイトであるアレムガナ道路建設機械訓練センター（AT＆TC）において、

現有機材の状況及び機材設置場所などを確認した。 

   現有機材は、ブルドーザーなどの建設機械のほか、訓練機材、修理機器、工具、土質材料

試験機器などであったが、建設機械に関しては、ほとんどが耐久年数を超過しており、使用

可能なものはブルドーザー、モーターグレーダーなど数台のみである。また、訓練機材もカ

ットモデルなどのデモ機材のほかは、電気機器、機械工作機などは故障または破損しており、

溶接機などの修理機材においても使用可能であるものはほとんどない状況であった。約10年

前にILOから供与されたという運転シミュレーターが12台あったが、配電工事までの資金提

供がなかったため、いまだ梱包されたまま放置されていた。見かけ上は新品同様であるが、

内部基盤に時間経過による影響があると思われ、現在も使用可能かどうかについては調査で

きなかった。 

   工具類は、保管室はあるものの、整理状況は良好とはいえず、また大型建機を扱うには十
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  分な内容でないと思われた。 

   土木材料実験室は、古いトレーラーを使用した施設で、機材は土質試験を行う機材のみで

あった。各機材は、年１回「Quality and Standards Authority of Ethiopia」の検査を受け、検査

済みのステッカーが貼られていた。準拠規格は、アメリカ材料試験協会の規格(ASTM)であ

る。 

   機材設置場所については、調査の結果、現存の建屋では、すべてのワークショップに供与

予定機材をすべて設置し、さらに訓練、実習エリアを確保することを考慮した場合、十分な

広さではないことが明白であった。供与予定機材を設置するため、新たに同等以上の広さを

もつ建屋を建設する必要があると思われる。 

   主な現有機材は以下のとおりである。 

  ａ) 建設機械関連（稼働可能なもの） 

・ブルドーザー：１台（キャタピラ；D７G／1978年製） 

・モーターグレーダー：２台（コマツ；GD611A／1997年製、三菱；MG350／1987年製） 

・ダンプトラック：２台（日産ディーゼル；CW450／1997年製） 

・振動ローラー：１台（ボ－マク；BW161／1997年製） 

・大型バス：１台(Cacciamali；150E23／1997年製) 

・車両：13台（日産；５台／1987年～1997年製、トヨタ；８台／1978年製） 

  ｂ) オペレーションルーム 

・運転シミュレーター：12台（未使用／1991年製） 

  ｃ) 電装品ルーム 

・エンジン テスター：１台（使用不可） 

・バッテリチャージャー：１台 等 

  ｄ) 機械ルーム 

・普通旋盤：２台（大型、中型、各１台） 

・ボール盤：数台 

・縦フライス盤：２台 

・形削り盤：２台 等 

  ｅ) デモ機材ルーム 

・カットモデル：数台 

・エンジン動力伝達シャーシカットモデル：２台 等 

  ｆ) 工具ルーム 

・工具一式 

・油圧ジャッキ：１台 等 
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  ｇ) 溶接ルーム 

・溶接機：数台 

  ｈ) 土木材料試験部門 

・圧縮試験器：１台 

・小型ミキサー：１台 

・篩：数十個 

・電子天秤：１台 等 

  3) 機材選定 

   機材選定にあたっては、現有機材状況及び実際に道路建設現場で試用されている機材を調

査し、さらにディーラーでのスペアパ－ツの入手状況、メンテナンスの可否などを考慮のう

え選定した。 

   その結果、建設機械について、当初、オペレーション用とメカニック用を各１台ずつ供与

することを想定していたが、一部現有機材を使用できるものについては有効活用することに

より、供与機材数の変更または機材の削減を行い、プロジェクト実施にあたり不十分である

と思われる訓練／修理機材の充実を図ることで合意した。またモーターグレーダー等につい

ては、現有機材、現地普及機材等と比較し、上位機材への変更が妥当であると判断された。 

   訓練／修理機材及び各部門で使用される工具、機器の機材構成について、国内調査で入手

した機材候補リストを基にAT＆TC長及び訓練部門長と選定を行い、合意した。 

  ａ) 建 機： 

・ブルドーザー：１台現有機材が使用できるため、２台から１台へ数量変更 

・モーターグレーダー：ブレード長さ3.1m、3.7mのもの各１台を、3.7mのもの２台へ変

更 

・ホィールローダー：バケット容量（1.8 m3、2.1 m3）を各々ワンランク上（2.5 m3、3.0 m3）

のものへ仕様変更 

・振動ローラー：1997年製ボーマクがあるため、削除 

・フラットベッドトレーラー：使用頻度が低く、レンタル可能であるため、削除 

・ダンプトラック：２台使用可能な車両があるため、２台から１台へ数量変更 

  ｂ) 訓練／修理機材： 

   ⅰ Chassis Room用機材 

・Engine Workshop 

・Hydraulic System Workshop 

・Transmission Workshop 

・Undercarriage Workshop 
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・Tire Workshop 

・Welding and Fabrication Workshop 

・Electrical System Workshop 

・Battery Room 

・Cleaning Area 

・Painting Room 

・Tool Room 

   ⅱ Road Maintenance Course用機材 

・Soil Testing Equipment 

・Asphalt Testing Equipment 

・Aggregate Testing Equipment 

・Concrete Testing Equipment 

・Site Testing Equipment 

   ⅲ Educational Equipment用機材 

・Common Equipment 

・Educational Equipment 

・Audio Visual 

・Video Cassette Tape 

  4) 現地における機材普及状況及びアフターサービス体制調査 

   エティオピア国内においては日本メーカーの正規代理店などのディーラーが存在し、ほと

んどがワークショップを備え、販売から整備、部品供給、各種トレーニングまで対応可能で

ある。 

   なかでも規模が大きいディーラーは、トヨタ系（コマツ、日野自動車）、日産系（日産ディ

ーゼル、タダノ）、キャタピラのディーラーである。その他、ダイナパック、三菱重工業、コ

ベルコ建機、加藤製作所の販売代理店も存在した。また、イタリア系、韓国系メーカーの販

売代理店も存在した。 

   エティオピア国内で普及している機材は、ディーラーの大きさに比例して、コマツ、キャ

タピラ、車両では、トヨタ車、日産車、トラック系では日産ディーゼル車が多く見られた。 

   スペアパーツは、各販売店とも部品倉庫を有しているため、交換頻度の高いパーツは容易

に入手可能であると思われる。在庫がない場合でも、３週間程度〔小包程度の大きさのパー

ツ（20㎏未満）の場合は、１週間程度〕で入手可能ということであった。 

   アフターサービスは、本邦調達された機材であっても、サポート可能ということであった。 

   各販売店の取扱い品目等に関する調査結果は以下のとおり。 
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   ・MOENCO(The Motor and Engineering Company of Ethiopaia Ltd) 

   （設立年：1959年、従業員数：約400名 うち、テクニカルサポート員320名ほど） 

   トヨタ、コマツ、スズキ、日野の販売代理店。ショールームのほか、乗用車、建設機械の

ワークショップ、スペアパーツ倉庫などをもつエティオピアではかなり知られた会社。スペ

アパーツも広い倉庫の中に充実した量の在庫をもつ。コマツのパーツはヨーロッパから輸入

されている。 

   無償で供与されたと思われるゴミ清掃車（車体；日野）がメンテナンスされていた。ワー

クショップには天井クレーンはないが、大型フォークリフトとポータブルガントリークレー

ンがあった。 

   メンテナンスサポート、スペアパーツサポートは車輌を本邦調達しても問題なく、需給可

能。 

   メインオイルカンパニーは、MOBIL。 

   ・Ries Engineering Sh. Co. 

   （設立年：1960年、従業員数：約160名） 

   キャタピラのほか欧米系建設機械、農業機械の販売代理店。ワークショップ、スペアパー

ツ倉庫のほか、各種検査機器、トレーニングセンター、修理後の試験場、オイル検査室など

充実した設備を有している。スペアパーツ倉庫は、屋内の倉庫のほか、野外にはカッティン

グエッジなどの大きなパーツ等があり、２万8,000種のパーツ在庫をもつ。カウンターに訪れ

たユーザーの75％以上の要求に対応可能とのこと。在庫がない場合は、通常航空便で30日、

船便で90日、小型ものは、DHLを使用し、５～６日で入手可能。建機の納期は、４～５か月

とのこと。 

   ワークショップには、天井クレーンが３基ある。アンダーキャリッジ部の修理が可能なの

は、エティオピア国内ではここだけという。 

   トレーニングセンターは、講習室にOHP、ビデオ機器等があり、各モデルについてビデオ、

スライド等を使用して研修を行う。また、キャタピラ社の独自のメーカー研修用CD－ROM

やマニュアル、パーツリスト等の情報(Service Information System：ＳＩＳ)がDVD版、CD－ROM

版と用意されている。 

   メンテナンスサポート、スペアパーツサポートは車輌を本邦調達しても問題なく、需給可

能。 

   メインオイルカンパニーは、TOTAL。 

   ・NYALA Motors Share CO. 

   （設立年：1973年、従業員数：約120名） 

   日産、日産ディーゼル(UD)、タダノ等の販売代理店。乗用車のほか、トラック系車輌の修
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  理、販売を行う。ディーゼル車輌では、エティオピアではかなりシェアをもっている模様。

ワークショップのほか、スペアパーツ倉庫、トレーニングセンターの施設を有する。スペア

パーツ倉庫の在庫は、約１万6,000種。 

   トレーニングセンターでは、OHP、カットモデルなどを使用しメンテナンスコース、メカ

ニックコース等各種コース（約５日間）が行われている。 

   トラックは、ダンプトラックのほか、特殊車輌向けシャーシ車輌のみの販売も行う。ワー

クショップには、天井クレーン（２t）の設備があった。 

   メンテナンスサポート、スペアパーツサポートは車輌を本邦調達しても問題なく、需給可

能。 

   メインオイルカンパニーは、SHELL 

   ・Hagbes Pvt. Ltd. Co. 

   （設立年：1960年、従業員数：約500名 うち、テクニカルサポート員数：380名ほど） 

   ダイナパック、DAEWOO（韓国）、三菱、ヤマハ等の販売代理店。建機のほか、ソキアな

どの測量機器も扱う。アディスアベバ市内に５か所のワークショップ（スペアパーツ倉庫）、

１製造工場、４か所のショールームをもつが、いずれもそれほど大きな規模ではない。視察

したワークショップは、車輌系が中心であった。インジェクション検査機器（インド製）等

の若干の検査機器を有する。大型建設機械の場合は、持ち込み以外は、原則的にメンテナン

スバン（移動修理工場）にて現地で対応するとのこと。 

   現在、空港近くに本社ビルを建設中。エティオピアにないダイナパックのモデルもサポー

トは可能という。スペアパーツがない場合は、スウェーデン本社から取り寄せ、小さいパー

ツ（約20㎏以下）であれば、DHLで５日程度、大きいパーツ（約20㎏以上）で22～25日程度。

倉庫にはスペアパーツが十分というほどの在庫はなかったが、現在、十分な在庫を確保する

ために調達中とのことであった。今後、トレーニングセンターを設立予定とのこと。 

   メンテナンスサポート、スペアパーツサポートは車輌を本邦調達しても問題なく、需給可

能。 

   ・TANA Engineering 

   （設立年：1951年、従業員数：約200名 うち、テクニカルサポート員数：180名ほど） 

   FLAT－KOBELCO、IVECO（イタリア）の販売代理店。つい最近まで、FLAT－HITACHI

の販売代理店であったが、本調査中にFLATとHITACHIが提携を解消し、KOBELCOと提携し

た。2003年からKOBELCO製品の販売を開始する。HITACHI製品は、今後10年間スペアパー

ツ提供を継続するとのこと。 

   TANA Engineering自体は、アディスアベバ市内に工作機械工場、校外にワークショップ、

スペアパーツ倉庫をもつ。ワークショップ面積は約2,500㎡、スペアパーツ倉庫面積は150㎡
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  で、５年前に大型建設機械用として建設されたもの。設備は、天井クレーンがないなど、そ

れほど充実していなかったが、2002年までには、メンテナンスバン等、各種設備が整備され

るとのことであった。 

   機材購入後の無料保証は、１年間または200時間とのこと。 

   メインオイルカンパニーは、Agip。 

   ・Ethio-International Trading Co. 

   加藤製作所、日野自動車等の販売店。他社のGeneral Managerの対応がよいのに比べ、あま

り対応がよくない。再三の訪問、ワークショップ見学依頼を行ったにもかかわらず、拒絶さ

れたため、当企業に関する情報は入手できなかった。 
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第５章 プロジェクト効果調査 
 

５－１ 現地調査 

 エティオピアにおける関連機関と、道路建設、保守分野における訓練需要、エティオピア道路

公社（ERA）の運営の現状を分析するため、質問表を作成し、資料収集やインタビュー調査を実

施した。調査結果は、付属資料７の第２次短期調査打合せ記録にまとめた。 

 また、収集資料は、付属資料８にリストとして取りまとめた。 

 

５－２ プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の見直し 

 国内準備作業及び上記現地調査を通じて、事前調査団によるPDMの見直しを以下のように行っ

た。 

 

 (1) 前提条件 

   事前調査団PDMでは、前提条件が「ERAは道路維持管理を直営で行う」となっていたが、

ERAの道路建設・保守管理の作業を行う直営部隊は、政府の「民営化」施策のなかで、廃止

される方向が決定しており、ERAが直営工事を行わなくなる。また、地方分権の流れのなか

で、地方道路に関しては、地方道路公社が管理を行うこととなっている。このため、前提条

件を以下のように見直した。 

   1) ERAは、道路建設・保守工事の機械化施工方法を続ける 

   2) 道路ファンドや道路セクターの予算が維持される 

   3) 道路整備10か年計画(RSDP)施策が推進される 

   4) ERAは道路建設・保守工事の請負い方式の導入を進める 

   この結果、本プロジェクトの訓練対象者が、ERAだけではなく、RRA及び民間セクターも

含まれることとなり、エティオピア側の政策、要望との一致を見た。 

 

 (2) ターゲットグループ 

   事前調査団PDMは、ターゲットグループが不明であるために、ターゲットグループを「道

路機械施工を行う技術者（道路建設機械オペレーター、道路建設機械修理工、道路建設施工

管理技術者）」と、明確にした。この結果、訓練コースの位置づけと内容が明確になった。 

 

 (3) 上位目標 

   事前調査団PDMの「道路維持管理及び補修分野においてRSDPが促進される」を、「エティ

オピアの道路建設・保守工事に必要とされる機械化施工分野の人材が質量ともに充足される」
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  に変更した。 

   道路整備計画は、「道路工事」、「道路保守工事」及び「人材育成」の３コンポーネントで形

成されており、本プロジェクトの目的である「人材育成」だけではRSDPの促進にはならない。

また、事前調査団は、前提条件を「訓練センターに十分な施設がある」とのみしており、こ

れら「道路工事」と「道路保守工事」の促進を「前提条件」に加えていない。道路整備計画

全体の促進は、セクター全体の目的であり、本プロジェクトのフレームワークをはるかに超

えるものであるため、この目標は、「Ultimate Goal(事業目標)」とした。 

   指標としては、「修了生の職制が昇格または変更する」及び「熟練工への要求が満たされる」

とした。 

   また、確認先は「ERA等の雇用記録」、「上司インタビュー」、「民間企業の雇用記録」、「雇

用者インタビュー」とした。 

 

 (4) プロジェクト目標 

   事前調査団PDMの「訓練センターは、質量とも適切な訓練ができる」を、「アレムガナ道

路建設機械訓練センター（AT&TC）が、機械化施工に関する適切な訓練を提供できるように

なる」とした。現地調査の結果、ERAの所管する訓練センターとしては、機械化施工訓練を

対象とした当AT＆TCのほかに、人力施工訓練を行うギンチ訓練センターがあるため、訓練

分野を明確にした。この結果、AT＆TCの内容が明確になった。 

   指標は、事前調査団PDMの指標が定性的のみであることから、定量的な数字を明確にし、

それぞれのターゲットグループの「修了生数」とし、証明書の発行数で判断することとした。

この結果、評価が明確になった。修了生の「質」に関しては、調査の結果、試験内容が妥当

であること、追試試験があること、プロジェクトの実施期間中に試験内容の見直しを専門家

を含めて行えることから、証明書の発行でよいと判断した。 

   また、上位目標へ到達するための外部条件としては、修了生の雇用先となる「地場建設産

業育成策が進展すること」、「修了生が、進路・保守工事に参加すること」、「AT&TCは、プロ

ジェクトの終了後も継続すること」とした。 

 

 (5) プロジェクトの成果 

   1) プロジェクトの成果は以下のように見直した。 

   〈事前調査団PDM〉 

    １．訓練管理体制が改善される 

    ２．訓練カリキュラムが改善される 

    ３．インストラクターの技術レベル及び教授能力が改善される 
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    ４．教材が適切に配置される 

    ５．訓練生の能力が改善される 

   〈修正PDM〉 

    １．訓練管理体制が効果的になる 

    ２．効果的な訓練コースが準備できる 

    ３．指導員の技術レベルと指導能力が向上する 

    ４．訓練機材及び教材が適切に整備・管理される 

    ５．訓練ニーズ分析の方法が整備され、訓練計画が訓練ニーズ分析を通して作成される 

    事前調査団PDMの成果の１、２、３、４、は、表現を訂正したが、「５．訓練生の能力

が改善される」は、プロジェクト目標の指標であるために、はずすこととした。修正PDM

の５に含まれている訓練ニーズ分析は、「民営化」と「建設産業の育成」に応じて、民間

の技術者のニーズが大きく変わると予測されるため、それに応じた訓練計画を柔軟に作成

できることが、プロジェクト目標を達成するために必要な成果であると判断した。 

   2) 指標は以下のとおりである。 

   〈事前調査PDM〉 

    １．必要な訓練機材が準備されていること 

    ２．改善されたカリキュラム 

    ３．インストラクターの技術レベル、教授レベル 

    ４．改善された訓練を実施するのに十分な供与機材があること 

    ５．有効に機材が使用されていること 

    ６．訓練生が十分な技量を身につけ、適切な能力を示していること 

   〈修正PDM〉 

    １．必要な訓練機材が準備される 

    ２．改善されたカリキュラムを策定する 

    ３－１ 指導員が必要な技術・指導レベルを達成する 

    ３－２ 訓練生が要求された技術レベルに到達し、よいパフォーマンスを示す 

    ４－１ 供与機材が改善された訓練に効率的に使われる 

    ４－２ 指導員が供与機材を適切に使用できる 

    ５－１ AT&TCの訓練への要求が増加する 

    ５－２ 定期的にニーズに要求される職務内容が、訓練ニーズ分析で見直しされる 

    ５－３ 適宜、上記職務内容に応じて、現在の訓練仕様と計画が見直され、修正される 

    確認手段は、１、２、３、４、ともに、「訓練生、AT&TC管理者、JICA専門家による評

価」である（３－２のみは、「AT&TCの試験」及び４－２は、「機材使用記録」とする）。 
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    ５－１は「訓練用要求者数と入学登録者数」、５－２は「合同委員会による評価」、５－

３は、｢実施委員会による評価｣とした。 

    外部条件は、ないものとした。 

 

 (6) 活動 

  〈事前調査団PDM〉 

   １．訓練センター運営の技術移転 

   ２．教材作成 

   ３．カリキュラム作成システムの確立 

   ４．インストラクターへの訓練実施 

   ５．教材更新 

   ６．適切な教材維持管理 

   ７．改善された訓練コースを実施する 

  〈修正PDM〉 

   １－１ 訓練ニーズを収集する(道路状況、ニーズ、カウンターパートや指導員、訓練生、

民間、ERA、スタッフ等の技術レベル 

   １－２ 運営技術を確立する 

   １－３ モニタリング・評価を行う 

   ２－１ カリキュラム作成方法を確立する 

   ２－２ 教材を準備する 

   ３．指導員の訓練を実施する 

   ４．適切に機材を維持管理する 

   外部条件として、以下を想定した。 

   １．AT&TCは十分な施設がある 

   ２．訓練生は基礎教育を受けている 

   ３．AT&TCは十分な訓練費用がある 

   ４．AT&TCは、進路建設の民営化政策を理解している 

 

 (7) 投入 

   長期専門家は、事前調査と同様で５名である。「道路維持管理」を「道路保守」とした。各

自のTORに関しては、プロジェクトドキュメントを参照された。「道路保守」技術者は、 

現地調査の結果、民営化施策に伴いエティオピア側の要望が高い職種である。特に、保守作

業技術ではなく、民営化に伴う「契約管理技術」等を望んでいる。短期専門家は、訓練ニー
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  ズ調査等、必要に応じて適宜派遣を行うものとする。 

   供与機材に関してはミニッツを参照されたい。また、機材選定の過程は、上記の訓練計画、

機材選定を参照のこと。 
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